
　都議第１７９４号

□　　計 画 概 要

□　　変 更 理 由

□　変更の内容 □　位　置　図

・

・

（参 考）関連する都市計画変更(宇治田原町決定)

□　各都市計画道路の変更（追加）区間（京都府決定）

一部ルート・延長の変更　（交差点部）

３・４・２号　宇治田原山手線　

一部ルート・延長の変更    終点位置の変更（L=7,500m→4,980ｍ）

・用途地域の変更（準工業地域、工業地域の指定）
・都市計画道路の決定
　　3･4･101　宇治田原山手北線（府決定から町決定に変更）
　　3･5･102　第1南北線（新規決定）
　　3･5･103　第2南北線（　　〃　　）
　　3･5･104　第3南北線（　　〃　　）
　　3･5･105　宇治田原工業団地線（　　〃　　）

３・４・１号　宇治田原中央線

宇治田原都市計画道路の変更（京都府決定）

  宇治田原町における新たなまちづくりと整合を図り、円滑な交通を確保するためルート変更を行うもの。

○　変更する道路　 ３・４・１号　宇治田原中央線

３・４・２号　宇治田原山手線

宇治田原都市計画道路

　　　 〃

宇治田原町域 

宇治田原都市計画区域 


